
 

府 公 第 2 5 7 号  

令和３年 10 月８日  

 

 公文書管理委員会 

委員長 小幡 純子  殿 

 

 

内閣総理大臣 岸田 文雄 

 

 

諮  問  書 

 

 

 下記について、公文書等の管理に関する法律（平成21年法律第66号）第29条第１

号の規定に基づき、諮問します。 

 

記 

 

  デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律（令和３年法律

第37号）の施行に伴い、別紙のとおり、公文書等の管理に関する法律施行令（平成

22年政令第250号）第４条第５号の改正を行うこと。 

資料１－２ 
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政
令
第

号

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
政
令
（
抄
）

内
閣
は
、
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
三
十
七
号
）
の
一

部
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
関
係
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

第
一
条
～
第
六
条

（
略
）

（
公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
七
条

公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

四
条
第
五
号
中
「
照
合
す
る
」
を
「
容
易
に
照
合
す
る
」
に
改
め
る
。

第
八
条
～
第
十
五
条

（
略
）

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
次
条
第
一
項
及
び
附
則
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第
四
条
に
お
い
て
「
整
備
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
条
の
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
四
年
四
月
一
日
。
附
則
第
四
条
に
お
い

て
「
整
備
法
第
五
十
条
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。

第
二
条
～
第
六
条

（
略
）
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理

由

デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関

す
る
法
律
施
行
令
等
の
関
係
政
令
に
つ
い
て
所
要
の
整
備
を
行
う
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。



個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
政
令
案

新
旧
対
照
条
文
（
抄
）

〇
公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
号
）
（
抄
）
（
第
七
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
法
第
二
条
第
四
項
第
三
号
の
歴
史
的
な
資
料
等
の
範
囲
）

（
法
第
二
条
第
四
項
第
三
号
の
歴
史
的
な
資
料
等
の
範
囲
）

第
四
条

法
第
二
条
第
四
項
第
三
号
の
歴
史
的
若
し
く
は
文
化
的
な
資
料
又
は
学
術
研

第
四
条

法
第
二
条
第
四
項
第
三
号
の
歴
史
的
若
し
く
は
文
化
的
な
資
料
又
は
学
術
研

究
用
の
資
料
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
、
特
別
の
管
理
が
さ
れ
て
い
る
も
の
と

究
用
の
資
料
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
、
特
別
の
管
理
が
さ
れ
て
い
る
も
の
と

す
る
。

す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

当
該
資
料
に
個
人
情
報
（
生
存
す
る
個
人
に
関
す
る
情
報
で
あ
っ
て
、
当
該
情

五

当
該
資
料
に
個
人
情
報
（
生
存
す
る
個
人
に
関
す
る
情
報
で
あ
っ
て
、
当
該
情

報
に
含
ま
れ
る
氏
名
、
生
年
月
日
そ
の
他
の
記
述
等
に
よ
り
特
定
の
個
人
を
識
別

報
に
含
ま
れ
る
氏
名
、
生
年
月
日
そ
の
他
の
記
述
等
に
よ
り
特
定
の
個
人
を
識
別

す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
（
他
の
情
報
と
容
易
に
照
合
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ

す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
（
他
の
情
報
と
照
合
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
に
よ
り

に
よ
り
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
る
も
の
を
含
む
。
）

特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
る
も
の
を
含
む
。
）
を
い
う

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
個
人
情

。
以
下
同
じ
。
）
が
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
個
人
情
報
の
漏

報
の
漏
え
い
の
防
止
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
て
い
る
こ
と
。

え
い
の
防
止
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
て
い
る
こ
と
。


